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１．監査基準を順守 

  健全化判断比率等審査は、砂川市監査基準（令和２年監査委員規程第１号）に基づき

行った。 

 

２．審査の種類 

 （１） 健全化判断比率等審査（砂川市監査基準第２条第１項第７号） 

 

３．審査の対象 

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

４．審査の期間 

令和６年８月１５日から同年８月２６日 

 

５．審査の着眼点（評価項目） 

  資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が、法令に適合し、かつ

正確であるかどうかを主眼として実施した。 

 

６．審査の実施内容 

この健全化判断比率等審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎

となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

 

７．審査の結果 

審査の結果は、第１項から第６項までに記載した事項のとおり審査した限りにおいて、 

次のとおりである。 

（１） 審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した

書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

 

記 

 

比率名 令和５年度 令和４年度 経営健全化基準 

資金不足比率     ―  ％ ―  ％   20.0 ％ 

 


